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食料・農業・農村基本法の主な改正箇所について 

（出典：食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案 新旧対照表） 

 

改正後 改正前 

○食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、食料安

全保障の確保等の基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定

め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食

料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国

民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 

 （食料安全保障の確保） 

第２条 食料については、人間の生命の維持に欠くことができないもので

あり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに

鑑み、将来にわたって、食料安全保障（良質な食料が合理的な価格で安

定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。

以下同じ。）の確保が図られなければならない。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤、食

品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要であ

○食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理

念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国

民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 

 （食料の安定供給の確保） 

第２条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、か

つ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんが

み、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されな

ければならない。 

 

２ （略） 

３ （略） 

（新設） 
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ることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込

まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図る

ことで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図ら

れなければならない。 

５ 食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切

に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産

業の事業者、消費者その他の食料システム（食料の生産から消費に至る

各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮

する一連の活動の総体をいう。以下同じ。）の関係者によりその持続的

な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない。 

６ （略） 

 （環境と調和のとれた食料システムの確立） 

第３条 食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負

荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることによ

り、環境との調和が図られなければならない。 

第４条 （略） 

 （農業の持続的な発展） 

第５条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及

び多面的機能の重要性に鑑み、人口の減少に伴う農業者の減少、気候の

変動その他の農業をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、これら

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 

（新設） 

 

 

第３条 （略） 

（農業の持続的な発展） 

第４条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及

び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水そのの農業資

源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に
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の機能が発揮されるよう、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び

農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合

わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の生産性の向上

及び農産物の付加価値の向上並びに農業生産活動における環境への負荷

の低減が図られることにより、その持続的な発展が図られなければなら

ない。 

２ 農業生産活動における環境への負荷の低減は、農業の自然循環機能

（農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、

かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。）の維持増進に配慮して

図られなければならない。 

 （農村の振興） 

第６条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営

まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たして

いることに鑑み、農村の人口の減少その他の農村をめぐる情勢の変化が

生ずる状況においても、地域社会が維持され、農業の有する食料その他

の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよ

う、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上によ

り、その振興が図られなければならない。 

（後略） 

組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循

環機能（農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依

存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。）が維持増進され

ることにより、その持続的な発展が図られなければならない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 （農村の振興） 

第５条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営

まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たして

いることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及

び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備

及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなけ

ればならない。 

 

（後略） 

 


